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厚生労働省 雇用環境・均等局

育児・介護休業法における養子縁組の取扱いについて



育児・介護休業法の改正
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「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」（労働政策審議会 建議）

平成27年12月21日付け労働政策審議会長（樋口美雄会長）から厚生労働大臣（塩崎恭久大臣）宛て建議 （抜粋）

「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」（建議）

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援対策の方向性

２ 多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備について

（３）育児休業等の対象となる子の範囲について
・ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった法律上の親子関係に準じると言

えるような関係については、育児休業制度等育児に関する制度の対象とすることが適当である。
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改正育児･介護休業法（平成28年通常国会成立）①
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改正育児･介護休業法（平成28年通常国会成立）②
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改正育児･介護休業法（平成28年通常国会成立）のQ＆A
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委託されている者であることを証明する書類について①

「育児休業の対象となる「その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより委託されている者」であることを証明する書類について」
（平成28年８月２日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、家庭福祉課長及び職業家庭両立課長発各都道
府県、指定都市及び児童相談所設置市宛て通知）

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 17 号）により、育児休業、介護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する育児休業
の対象となる子の範囲が拡大され、「民法（明治 29 年法律第 89 号）第 817 条の２第１項の規定により労働者が
当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る
家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法（昭
和 22 年法律第 164 号）第 27 条第１項第３号の規定により同法第６条の４第１項に規定する里親である労働者に
委託されている児童のうち、当該労働者が養子縁組によって養親となることを希望している者及びその他これらに
準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。」こと
とされた。「その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託
されている者」については、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関す
る省令（平成 28 年省令第 137 号）による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律施行規則により規定され、具体的な取扱いについては、別添「育児休業、介護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」（平成 28 年８月２日付け雇児発 0802 第３号。以下「育児休
業・介護休業法の施行について」という。）により、各都道府県労働局宛に周知されたところである。

「育児休業・介護休業法の施行について」においては、「その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める
者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者」に該当するかは、児童相談所長が発行する証明書等
を参考に判断するべきこととされている。

ついては、「その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委
託されている者」を養育する養育里親から求めがあった場合には、別紙様式により証明書の交付を行うこと。

この際、「その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託
されている者」に該当するか否かの判断は、原則、里親が行う養育に関する最低基準（平成 14 年厚生労働省令第
116 号）第10 条に規定する自立支援計画書に記載された委託理由等を参考に判断することとするが、具体的な事例
に照らして適切に判断すること。

なお、この通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づく技術的な助言で
ある。 6



委託されている者であることを証明する書類について②
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育児・介護休業法における養子縁組規定について①

⚫育児･介護休業法 （抜粋）

（定義）第二条
この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七並びに第六十一条第三十三項及び第三十六項を除く。)において、

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一育児休業
労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一

項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に
定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労
働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件
が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十
四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されてい
る児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている
者を含む。第四号及び第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)を養育するために
する休業をいう。

⚫育児･介護休業法施行規則 （抜粋）

第一章総則（法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの）
第一条育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号。以下

「法」という。）第二条第一号の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四
号）第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里
親（以下「養子縁組里親」という。）として当該児童を委託することができない労働者とする。

２法第二条第一号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による
養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
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育児・介護休業法における養子縁組規定について②

●解釈通達
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」（雇児発0802第３号、改

正令和５年４月2 8日雇均発0428第３号） 抜粋

２ 定義（法第２条）
(1) 育児休業
ハ「子」とは、
①労働者と法律上の親子関係がある子（養子を含むものであること。）、
②特別養子縁組を成立させるために養親となる者が養子となる者を６か月以上の期間現実に監護しているときの当該期
間（以下「監護期間」という。）にある者

③養子縁組里親に委託されている者及び
④特別養子縁組により養親となろうとする者又は養子縁組里親に準ずる者として厚生労働省令で定める者に厚生労働
省令で定めるところにより委託されている者

をいうこと。

(イ) 特別養子縁組とは、原則として15歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とその実親側との
法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度であること
（民法（明治29年法律第89号）第４編第３章第５款）。裁判所が特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる

者を６か月以上の期間監護した状況を考慮しなければならないものとされており （民法第817条の８第１項）、この期間につい
て育児休業を認めるものであること。監護期間は、原則として家庭裁判所に特別養子縁組の成立の請求をした日から
起算するものであること（同条第２項）。特別養子縁組の成立の請求が裁判所に係属するまでは、育児休業の対象とならない
ものであること。
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育児・介護休業法における養子縁組規定について③

⚫解釈通達

(ロ) 養子縁組里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童（以下「要保護
児童」という。）を養育すること及び養子縁組によって養親となることを希望する者（都道府県知事が厚生労働省令で定
めるところにより行う研修を修了した者に限る。）のうち、児童福祉法第34の19に規定する養子縁組里親名簿に登録
されたもののことをいうこと。委託措置が決定される前の一時的な預かりなどの期間は育児休業の対象とならないもの
であること。

(ハ) 特別養子縁組により養親となろうとする者及び養子縁組里親に準ずる者として厚生労働省令で定める者に厚生労働
省令で定めるところにより委託されている者とは、児童相談所において、当該労働者に養子縁組里親として委託すべき
である要保護児童として手続を進めていたにもかかわらず、委託措置決定を出す段階に至って実親等の親権者等が反
対したため、養子縁組里親として委託することができず、やむなく当該労働者を養育里親として委託されている要保護児
童をいうこと（則第１条）。これに該当するかは、平成28年雇児総発0802第１号・雇児福発0802第１号・雇児職発0802
第１号に基づき児童相談所長が発行する証明書を参考に判断すべきこと。
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育児休業制度等の概要
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所定外労働の制限
又は

それに準ずる措置

出産
(予定)日

育児休業、
又はそれに準ずる措置

育児目的休暇

妊娠
判明

産前
６週間

産後
８週間

１歳
１歳

６か月
３歳 就学

始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置

所定外労働の制限（残業免除）
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・１回につき、１月以上１年以内の期間で、何回も請求できる

時間外労働（残業制限）・深夜業の制限
・労働者の請求で、制限時間（１月２４時間、１年１５０時間）を超える時間外労働を禁止
・時間外労働の制限は、１回につき１月以上１年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後１０時から午前５時における労働を禁止
・深夜業の制限は、１回につき１月以上６月以内の期間で、何回でも請求できる

子の看護休暇
・病気・けがをした子の看護や、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる
・子が１人の場合年に５日、２人以上の場合年に１０日が付与される（時間単位で利用可）

育児休業（一定の場合、最長２歳まで取得可）

２歳

産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

出生時育児休業
(産後パパ育休)

坑内業務・危険有害業務の就業制限

育児時間
（１日２回 各３０分以上）

所定労働時間の
短縮、又はそれ
に準ずる措置

所定労働時間の短縮措置等
【原則】 短時間勤務制度 （１日の所定労働時間を６時間に短縮）

〈短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度（時差出勤）
・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

：労基法上の制度

：均等法上の制度

：育介法上の制度

：育介法上の努力義務

軽易業務への転換

妊婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

産前休業

坑内業務・危険有害業務の就業制限

産後休業

母性健康管理措置（保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、指導事項を守ることができるようにするための措置）

妊娠・出産・育児期の両立支援制度
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